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概要
　日本の人口は2008年以降減少し続けており、
今後、出産によって人口が増加する見通しはな
いとされている。これにより、都市機能の存続
などが深刻化するため、人口減少への対応策に
関する議論が活発に行われている。一方で、
来日し在住する外国人は増加し、新型コロナ
ウィルス感染拡大直前の2019年には、訪日外国
人数、在留外国人数ともに過去最高を記録した
１。外国人受け入れの推進は、人口減少による
経済活動の停滞を解決するための政策の一環と
なっている。
　本稿では、まず日本政府の外国人関連施策を
まとめることで日本語教育の社会的なニーズに
ついて確認する。次に、外国人世帯同士が比較
的離れて暮らす外国人散在地域における地域日
本語教室に関する先行研究を概観し、フィール
ドとなる青森県三戸郡南部町（以下、南部町）
では、どのような活動を実施することが適切で
あるかを検討した。2021年度活動の詳細を記述
することで、改善が必要な点について明らかに
し、今後の日本語教室運営及び国際交流活動に
活かしていくことを目的とする。

１　政府の外国人関連施策
　南部町における日本語教育の意義を考察する
際に基盤となる政府の日本語教育周辺の外国人
関連施策について概観する。

　　１．１　経済財政運営と改革の基本方針の
制定

　日本政府の政策基本方針をまとめたものが
「経済財政運営と改革の基本方針」である。
少子高齢化の克服による持続的な成長経路の
実現を目指しており、外国人の受け入れは必
須事項とされている。これに伴い、自治体に
は、多言語対応や日本語教育環境の整備を促
している。

今後も我が国に滞在する外国人が一層増加
することが見込まれる中で、我が国で働
き、生活する外国人について、多言語での
生活相談の対応や日本語教育の充実をはじ
めとする生活環境の整備を行うことが重要
である。

（「経済財政運営と改革の基本方針」　
p.28より引用）

　　１．２　在留資格「特定技能」認定
　2019年４月には、新たな在留資格として
「特定技能」が認定され、人手不足が深刻な
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産業、14分野２において即戦力となる外国人
を雇用できるようになった。同年６月には
「日本語教育の推進に関する法律」が施行さ
れた。これにより、国をはじめとする自治
体、事業主等の日本語教育に関連する責務が
明示的に示されたことになる。特定技能１号
は、生活に困らない程度の日常会話の運用能
力を前提に来日することを基本とし、さらに
業務内容に必要な言葉の習得に努めなければ
ならない。具体的には、来日前に日本語能力
試験N４レベル程度ということになるが、来
日後、現在は特定の分野にしか認められてい
ない特定技能２号が取得できれば、家族の同
行も可能となる。その家族には、入国の際、
日本語能力の規定が課せられていないことか
ら、入国後、定住先で行政サービスを受けた
り、教育を受けたりする際に、日本語習得の
需要は、益々高まっていくことが考えられ
る。つまり、いつか帰国する存在であった技
能実習生が、特定技能という新たな在留資格
の発行（図１）によって定住化が進み、多
文化共生社会の構成員であるという認識が
日本社会に見いだされつつあり（上水流：
2020）、その結果、現在のところ優勢言語で
ある日本語の習得に社会的ニーズが見込まれ
ている。

　　１．３　日本語教育の推進に関する法律の
公布・施行

　2019年６月に「日本語教育の推進に関す
る法律（令和元年法律第48号）（以下、推進
法）」が交付、施行された。これに基づき、
2020年６月には、「日本語教育の推進に関す
る施策を総合的かつ効果的に推進するための

基本的な方針（以下、基本方針）」が定めら
れた。これらの制定に関わり、地域日本語教
育の体制づくりの事例についてまとめた衣川
（2021）を参考に、関連する項目について概
観する。
　まず、地域日本語教育の対象は「身分又は
地位に基づいて在留する外国人等をはじめ、
我が国に在留する全ての外国人」とされてお
り、推進法の施行までは日本語教育を受ける
機会が法的に保障されていなかった人々であ
る。彼らが日本語教育を受ける機会を最大限
に確保すると法的に示されたことは地域日本
語教育にとって大きな前進だとしている。ま
た、地域日本語教育の目的については、「地
域に在住する外国人が自立した言語使用者と
して生活していく上で必要となる日本語能力
を身に付け、日本語で意思疎通を図り、生活
できるよう支援する」こととある。衣川は、
「共生社会の実現」と「自立した言語使用者
の育成」を別のものとせず、両立させていく
ために地域社会や教育活動に落とし込んでい
けばいいか検討が必要だとしている。

２  特定産業分野：介護、ビルクリーニング、素形材産
業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、
造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁
業、飲食料品製造業、外食業　（特定技能２号は下線部
の２分野のみ受け入れ可）
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　「事業主の責務」については、基本方針の
１章に、「雇用する外国人及びその家族に対
し、職務又は生活に必要な日本語を習得する
ための学習の機会の提供その他の日本語学習
に関する支援に努めることが求められる」と
述べられており、関係者相互間の連携強化や
必要な体制の整備に努めなければならいこと
が明記されている。

　　１．４　外国人介護人材育成事業
　地方では、介護人材の人手不足も深刻であ
る。前述した「特定技能」の在留資格が発行
される分野に「介護」も含まれている。しか
し、介護人材は「介護福祉士国家試験」への
合格が在留期限に大きく関わるため、本節
で別にまとめる。ただし、ここでは、外国
人介護士を採用できる４つの在留資格のう
ち３つを取り上げ、経済連携協定、EPA
（Economic Partnership Agreement）の一
環として、介護人材候補者を受け入れる制度
については、現在のところ南部町において受
入の実績がなく、今後も受入予定がないた
め、本稿では取り上げない。

　特定技能の在留資格が新たに加わったこと
で、留学ではなく就労目的で来日したとして
も、業務に従事している間に介護福祉士国家
試験（以下、試験）を受験し合格した場合
に、「在留期間更新の回数制限なし」で、永
住できる権利が与えられることになる（図
２）。ただし、留学生のように試験勉強に集
中できない状況で、在留期間最大５年間の間
に日本語非母語話者が働きながら試験に合格
することは容易ではない。

が法的に保障されていなかった人々である。彼らが日本語教育を受ける機会を最大限に確

保すると法的に示されたことは地域日本語教育にとって大きな前進だとしている。また、地

域日本語教育の目的については、「地域に在住する外国人が自立した言語使用者として生活

していく上で必要となる日本語能力を身に付け、日本語で意思疎通を図り、生活できるよう

支援する」こととある。衣川は、「共生社会の実現」と「自立した言語使用者の育成」を別

のものとせず、両立させていくために地域社会や教育活動に落とし込んでいけばいいか検

討が必要だとしている。

図 就労が認められる在留資格の技能水準

出入国在留管理庁 より一部引用し筆者作成

「事業主の責務」については、基本方針の１章に、「雇用する外国人及びその家族に対し、

職務又は生活に必要な日本語を習得するための学習の機会の提供その他の日本語学習に関

する支援に努めることが求められる」と述べられており、関係者相互間の連携強化や必要な

体制の整備に努めなければならいことが明記されている。

外国人介護人材育成事業

地方では、介護人材の人手不足も深刻である。前述した「特定技能」の在留資格が発行さ

れる分野に「介護」も含まれている。しかし、介護人材は「介護福祉士国家試験」への合格

が在留期限に大きく関わるため、本節で別にまとめる。ただし、ここでは、外国人介護士を

採用できる４つの在留資格のうち３つを取り上げ、経済連携協定、 （

）の一環として、介護人材候補者を受け入れる制度については、現

在のところ南部町において受入の実績がなく、今後も受入予定がないため、本稿では取り上

げない。

図１．就労が認められる在留資格の技能水準
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　佐野（2020）によると、多くの介護福祉士
国家試験合格者が都市部に流出しており、一
部の受け入れ施設では学習支援に対するモチ
ベーションの低下が発生していると報告して
いる。

　以上、日本政府の外国人関連施策につい
て、閣議決定した基本方針、在留資格の認
定、推進法の公布及び施行、介護人材の受入
れの４つの項目に分けて概観した。今後、地
域日本語教育の推進は間違いなく持続してい
くものといえる。

２　地域日本語教室の役割
　仙田・小菅（2020）では、外国人人材が地域
から望まれる形で受け入れられるようにするた
めには、「外国人材に対する地域社会からの
信頼の醸成」、「外国人材のキャリア形成支
援」、「外国人材と地域社会とのつながりの形
成」という三つの課題を達成することが重要で
あると示唆した。この課題を達成するために、
地域日本語教室は５つの機能を果たさなければ
ならないとしている（図３）。「居場所」「交
流」については、職場を始めあらゆる場所で実
現されるべきもので場所が限定されるもので
はないとしているものの、教室は日本語を使っ

特定技能の在留資格が新たに加わったことで、留学ではなく就労目的で来日したとして

も、業務に従事している間に介護福祉士国家試験（以下、試験）を受験し合格した場合に、

「在留期間更新の回数制限なし」で、永住できる権利が与えられることになる（図 ）。た

だし、留学生のように試験勉強に集中できない状況で、在留期間最大５年間の間に日本語非

母語話者が働きながら試験に合格することは容易ではない。

図 外国人介護人材受入れの仕組み

出入国在留管理庁 より に関する内容を除き筆者作成

佐野 によると、多くの介護福祉士国家試験合格者が都市部に流出しており、一部の

受け入れ施設では学習支援に対するモチベーションの低下が発生していると報告している。

実際、南部町でも４名の外国人介護人材を受け入れたが、うち３名が都心部へ移動している。

以上、日本政府の外国人関連施策について、閣議決定した基本方針、在留資格の認定、推

進法の公布及び施行、介護人材の受入れの４つの項目に分けて概観した。今後、地域日本語

教育の推進は間違いなく持続していくものといえる。

図２．外国人介護人材受入れの仕組み



− 53 −

て新しい人間関係や生活情報や生活習慣などを
獲得する場所であり、外国人人材にとっては地
域社会との最初の接点となる可能性について言
及している。つまり、地域活性化の担い手とし
ての「外国人材のキャリア形成」に大きな影響

を与えることになるのだ。また、「国際交流」
は、日本の法律やルールを守ることだけでな
く、互いに対等な立場で理解し合うことにつな
がるとしている。

地域日本語教室の役割

仙田・小菅 では、外国人人材が地域から望まれる形で受け入れられるようにするた

めには、「外国人材に対する地域社会からの信頼の醸成」、「外国人材のキャリア形成支援」、

「外国人材と地域社会とのつながりの形成」という三つの課題を達成することが重要であ

ると示唆した。この課題を達成するために、地域日本語教室は５つの機能を果たさなければ

ならないとしている（図 ）。「居場所」「交流」については、職場を始めあらゆる場所で実

現されるべきもので場所が限定されるものではないとしているものの、教室は日本語を使

って新しい人間関係や生活情報や生活習慣などを獲得する場所であり、外国人人材にとっ

ては地域社会との最初の接点となる可能性について言及している。つまり、地域活性化の担

い手としての「外国人材のキャリア形成」に大きな影響を与えることになるのだ。また、「国

際交流」は、日本の法律やルールを守ることだけでなく、互いに対等な立場で理解し合うこ

とにつながるとしている。

居場所 地域参加

交流 国際理解

日本語学習

図 地域日本語教室に必要な５つの機能（仙田・小菅 を参考に筆者作成）

南部町の長期的取り組み

前述した国の政策や日本語教室の役割などをふまえ、フィールドとなる南部町では、どの

ような日本語教育体制が理想的かを検討するために、まずは、既に独自に行っている取り組

みについて記述する。南部町では、福祉や農業関係の雇用確保が難しくなっており、先々を

考えれば外国人の雇用が必要になってくるという声が年々強まっている。本章では、国際セ

ンターを中心に南部町が取り組んでいる事業内容についてまとめる。

南部町国際交流センター設立

南部町では、旧名川病院検診棟を改修し、外国人の方の支援や交流を促進していくための

「南部町国際交流センター」が設立された。日本語教室を実施し、地域と町内外の外国人と

の交流を行う場所として有効利用されることが望まれている。農業や介護分野に属する技

能実習生の良質な居住・職場環境を確保し、南部町交流推進課が監理団体や周辺施設との連

携を図っている（「東奥日報」一部引用）。

写真 南部町国際交流センター 写真 研修室

留学生及び介護人財受け入れ事業

南部町は、介護士を目指す外国人留学生が卒業後に町内施設で就職・定住することを目指

す留学生受け入れ事業に取り組んでいる。その一環として、国際交流センターを開設した。

人口減少や高齢化により介護現場での労働力不足が深刻化する中、町は留学生受け入れに

向けて介護福祉学科がある八戸学院大学短期大学部等と連携している。

技能実習生受け入れ

南部町では、技能実習生が各農家に配属されている。 ～ 代の女性実習生３名だが、

もともとは青森県外の漬物をつくる会社で働いていた。しかし、コロナ禍で業績が悪化し、

会社が倒産した。監理団体が新たな就職先を見つけられず困っているところに、南部町の３

軒の農家が彼女たちを受け入れた。（「 青森」一部引用）

居住サービス提供

現在は使われていない住宅２棟を来日する留学生に無償で提供する予定である。国際セ

ンターから徒歩３分程度、町役場からは徒歩７分の場所にある。１棟に５人程度暮らすこと

ができ、 人程度の受け入れが可能である。留学生の卒業後は、町内で介護施設を運営す

る６事業者が１～２人ずつ職場に受け入れる予定だ。また、この住宅は前節の技能実習生が

居住先を見つけるまでの一時的な受け入れ住居としても役立った。

地域おこし協力隊及び日本語教師の募集・受け入れ

ボランティアだけで構成される日本語教室も存在するが、南部町のような外国人散在地

域においては、外国人住民が自費で交通費等を支払い、仕事の休日に通っているという実情

があり、学習者がお金と時間をかけるだけの価値が南部町の日本語教室に必要である。それ

に応じて、特に介護人材に対しては、短期間で介護福祉士国家試験合格等に必要な日本語を

習得のための授業準備や教員の専門性が必要とされている。また、日本語教育の現場では、

図３．地域日本語教室に必要な５つの機能

３　南部町の長期的取り組み
　前述した国の政策や日本語教室の役割などを
ふまえ、フィールドとなる南部町では、どのよ
うな日本語教育体制が理想的かを検討するため
に、まずは、既に独自に行っている取り組みに
ついて記述する。南部町では、福祉や農業関係
の雇用確保が難しくなっており、先々を考えれ
ば外国人の雇用が必要になってくるという声が
年々強まっている。本章では、南部町国際交流
センターを中心に南部町が取り組んでいる事業

内容についてまとめる。
　　３．１　南部町国際交流センター設立

　南部町は、旧名川病院検診棟を改修し、外
国人の方の支援や交流を促進していくための
南部町国際交流センター（以下、国際交流セ
ンター）を設立した。日本語教室を実施し、
地域と町内外の外国人との交流を行う場所
として有効利用されることが望まれている
（「東奥日報」一部引用）。

　　　写真１．南部町国際交流センター 　　　　　　写真２．研修室

　３．２　留学生及び介護人財受け入れ事業
　人口減少や高齢化により介護現場での労働

力不足が深刻化する中、南部町は、八戸学院
大学との協定に基づき、同学短期大学部で介
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護士を目指す外国人留学生が卒業後に町内介
護施設で就職、町内に定住することを目指す
留学生受け入れ事業に取り組んでいる。その
一環として国際交流センターを開設し、留学
生の生活支援、コミュニティー支援を行うこ
ととしている。

　　３．３　コロナ禍での技能実習生受け入れ
　南部町では、20～30代の技能実習生３名が
暮らしている。もともとは青森県外の漬物を
つくる会社で働いていた。しかし、コロナ禍
で業績が悪化し、会社が倒産した。監理団体
が新たな就職先を見つけられず困っていると
ころに、南部町の３軒の農家が彼女たちを受
け入れた。（「NHK青森」一部引用）

　　３．４　居住サービス提供
　現在は使われていない住宅２棟を来日する
留学生に家賃を無償で提供する予定である。
国際センターから徒歩３分程度、町役場から
は徒歩７分の場所にある。１棟に６人程度暮
らすことができ、12人程度の受け入れが可能
である。留学生の卒業後は、町内で介護施設
を運営する事業者が職場に受け入れる予定
だ。

　　３．５　地域おこし協力隊及び日本語教師
の募集・受け入れ

　ボランティアだけで構成される日本語教室
も存在するが、介護人材に対しては、短期間
で介護福祉士国家試験合格等に必要な日本語
を習得のための授業準備や教員の専門性が必
要とされている。また、日本語教育の現場で
は、福村（2016）で指摘されているような、
教える教師と学ぶ学生という「支配的イデオ
ロギー」に陥ってしまう可能性を出来る限
り排除しなければならない。異文化コミュニ
ケーションに関する知識を持った教員が日本
語教室に必要であり、「受け入れられてい

る」ことを実感できる心地の良い空間づくり
が求められている。そこで、南部町では地域
おこし協力隊として日本語教師を採用してい
る。他の地域でも見られる取り組みである
が、日本語教育のニーズや実態把握に必要な
レディネス調査に関わっていく様子や隣接地
域の事情把握など、南部町ならではの独自の
取り組みがうかがえた。

４　2021年度の活動
　南部町やその周辺には、介護人財を含む技能
実習生から永住者に至るまで、日本語による会
話力のレベルアップを図りたいという外国人住
民のニーズが存在する。しかし、近郊には日本
語学校などの教育施設がなく、彼らは限られた
環境の中で日本語を習得しなければならない。
また、２章でも述べたように、近年、日本語教
室は単なる言語習得の場として提供されるだけ
でなく、孤立を避けるために必要な場だと認識
され始めており、その役割は多岐に渡り、外国
人に関する諸問題が頻出する昨今、教室が持つ
機能の重要性が高まっている。さらに、2022年
度には八戸学院大学短期大学部に入学する留学
生の受入れが予定されていることから、2021年
度中にある程度のカリキュラム基盤を築く必要
があった。本章では、具体的な活動の内容につ
いて記述し、次章で今後の課題を述べるための
エレメントとして明示しておきたい。

　　４．１　日本語教室実施
　筆者は、日本語教師として2021年８月から
日本語教室の見学に入り、国際センターに求
められることを把握することにつとめ、まず
南部町交流推進課の要望や周辺的事情を聞き
取り、３か月間の日本語教育カリキュラムの
コーディネートに携わった。その後、９月に
交流推進課職員１名と日本語教師４名とで打
ち合わせを行い、10月以降の実施内容につい
て以下の通り最終決定した。日本語教室①～
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⑩では、N３クラスとN２クラスを実施し、
11月からはN４レベルのクラスを新たに設置
し、N３クラスについていけない学習者の移
動を行った。この間、N３レベルの学習者
がN４レベル以下の学習者を連れてくる現象
がみられたことから、N４やN５の基礎クラ
スばかりではなく、N３クラス以上の授業を
設置することで、参加者が増えていく傾向が
みられた。また、2022年度からは、介護人材
枠の留学生も来日し、南部町の日本語教室に
参加するため、N２以上のクラスが実施出来
たことは、介護人材育成に繋がる取り組みで
あったといえる。また、来日間もない学習者
も日本語教室に出席予定であったことから、
本学の留学生が③～⑥の期間で参加し、ベト
ナム語や英語の通訳、及びティーチングアシ
スタントの役割を果たした。

　　４．２　「地域参加」のための企画実施
　４．１の内容だけでは、２章で述べた「日
本語教室の５つの機能」のうち、「日本語学
習」の要素が強く、「地域参加」や「国際理
解」等の要素が充分とはいえない。そこで、
南部町交流推進課では、世界各国の料理を紹
介するイベントを企画し、学習者の国ごとに
持ち寄った料理を紹介し、感染対策を行った
上で交流会を実施した。また、11月21日は南
部町で開催された青森県のご当地鍋料理が一
堂に会する町のイベントにも自国の鍋を出
店、学習者がほぼ全員出席した。12月で日本
語教室が終了し１月からは、茶道体験を実施
できたが、１月20日以降、青森県からの発令
で新型コロナウィルス感染防止のため、防災
講習など全ての行事の中止を余儀なくされ
た。

「地域参加」のための企画実施

の内容だけでは、２章で述べた「日本語教室の５つの機能」のうち、「日本語学習」の

要素が強く、「地域参加」や「国際理解」等の要素が充分とはいえない。そこで、南部町交

流推進課では、世界各国の料理を紹介するイベントを企画し、学習者の国ごとに持ち寄った

料理を紹介し、感染対策を行った上で食事会を実施した。また、南部町で開催された青森県

のご当地鍋料理が一堂に会する町のイベントにも、学習者がほぼ全員出席した。 月で日

本語教室が終了し１月からは、防災講習など、日本の習慣について学ぶ企画も用意し、その

行事は実施できたが、 月 日以降、青森県からの発令で新型コロナウィルス感染防止の

ため、全ての行事の中止を余儀なくされた。

表 月～ 月の活動表

学習者のアンケート結果

南部町交流推進課が、 年度の全プログラム終了後に学習者 名に対し、アンケート

を実施した。日本語教室の勉強には全員が満足し、５段階評価のうち、最高レベルの「５」

を８名全員が評価した。また、日本語教室の感想として「 レベルの勉強はよかった。ま

た同レベルを勉強したい。」「先生たちと勉強できてよかった。」という感想がそれぞれ３件

ずつあった。来年度の授業形態について、「今の形がいい」（３件）、「みんなで遊びに行きた

い」（４件）という意見があり、教員と学習者、或いは学習者同士の絆が確実に深まってい

る様子がうかがえる。改善点として挙げられたものは、全て１件ずつで、「交通費を無料に

してほしい」「勉強だけでなく、もっとイベントに参加したい」「勉強進度が早かった」とい

う意見があった。

まとめ

本稿では、国の日本語教育関連施策をまとめ、先行研究にみる地域日本語教育のあり方に

ついて概観し、南部町の取り組みを記述することで、その意義を明らかにすることを試みた。

外国人散在地域では、支援にあたる人材の確保・養成の体制が整備されないままボランテ

ィアに一切が委ねられているという「ボランティア依存の構造」が指摘されてきた（坪

 

10 月 3 日 日本語教室① 11 月 21 日 日本語教室⑦ 
10 月 10 日 日本語教室② 11 月 28 日 日本語教室⑧ 
10 月 17 日 日本語教室③TA2 名参加 

12 月 5 日 
日本語能力試験(JLPT)本番 
教員は来年に向けた反省会 10 月 24 日 日本語教室④TA2 名参加 

10 月 31 日 地域交流イベント TA2 名参加 12 月 12 日 試験の振り返り・日本語教室⑨ 
11 月 7 日 日本語教室⑤TA2 名参加 12 月 19 日 日本語教室⑩ 
11 月 14 日 日本語教室⑥TA2 名参加 12 月 26 日 地域交流イベント 

表．10月～12月の活動表（９月当初の予定）

　　４．３　学習者のアンケート結果
　南部町交流推進課が、2021年度の全プログ
ラム終了後に学習者８名に対し、アンケート
を実施した。日本語教室の勉強には全員が
満足し、５段階評価のうち、最高レベルの
「５」を８名全員が評価した。また、日本語
教室の感想として「N３レベルの勉強はよ
かった。また同レベルを勉強したい。」「先
生たちと勉強できてよかった。」という感
想がそれぞれ３件ずつあった。来年度の授業

形態について、「今の形がいい」（３件）、
「みんなで遊びに行きたい」（４件）という
意見があり、教員と学習者、或いは学習者同
士の絆が確実に深まっている様子がうかがえ
る。改善点として挙げられたものは、全て１
件ずつで、「交通費を無料にしてほしい」
「勉強だけでなく、もっとイベントに参加し
たい」「勉強進度が早かった」という意見が
あった。
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５　まとめ
　本稿では、国の日本語教育関連施策をまと
め、先行研究にみる地域日本語教育のあり方に
ついて概観し、南部町の取り組みを記述するこ
とで、その意義を明らかにすることを試みた。
　外国人散在地域では、支援にあたる人材の
確保・養成の体制が整備されないままボラン
ティアに一切が委ねられているという「ボラン
ティア依存の構造」が指摘されてきた（坪田：
2018）。そのボランティア依存の構造からは、
どのようにして脱却を図ることが可能なのか、
その手がかりとなる外国人散在地域の研究が極
めて少ないことが指摘されていることから、地
域おこし協力隊を採用した南部町交流推進課の
取り組み事例について記述できたことは、本稿
の意義であると考える。
　また、仙田・小菅（2020）で述べられている
ように、「特定の個人や企業、地域日本語教室

などが単独で取り組むのではなく、地域づくり
の団体、自治会組織、学校、社会教育施設、企
業、行政などとの連携のあり方を今まで以上に
追求していく必要がある」ことから町役場・介
護施設・監理団体・農家・民間企業・日本語教
師という多岐に渡る立場の人々が町の外国人施
策に一斉に関わる事業を散在地域で観察できた
ことは、システム運営の困難な現状において非
常に有意義であった。また、先行研究ではチー
ム体制で取り組むことにより、視点の広がりや
多角的な検討ができるとしており、１つの機関
に負担が多くのしかかることを避け、持続可能
な取り組みにつながっていくとしている。地域
社会から外国人材へのアプローチがまだまだ希
薄な地域もあることから、南部町の日本人住民
が外国人材へ主体的に関わっていく事例とし
て、今後、見習うべき点は多いと考える。

田 ）。そのボランティア依存の構造からは、どのようにして脱却を図ることが可能なの

か、その手がかりとなる外国人散在地域の研究が極めて少ないことが指摘されていること

から、地域おこし協力隊を採用した南部町交流推進課の取り組み事例について記述できた

ことは、本稿の意義である。

また、町役場・介護施設・監理団体・農家・民間企業・日本語教師という多岐に渡る立場

の人々が町の外国人施策に一斉に関わる事業を散在地域で観察できたことは、システム運

営の困難な現状において非常に有意義であった。仙田・小菅 で述べられているように、

「特定の個人や企業、地域日本語教室などが単独で取り組むのではなく、地域づくりの団体、

自治会組織、学校、社会教育施設、企業、行政などとの連携のあり方を今まで以上に追求し

ていく必要がある」。また、チーム体制で取り組むことにより、視点の広がりや多角的な検

討ができるとしており、１つの機関に負担が多くのしかかることを避け、持続可能な取り組

みにつながっていくとしている。地域社会から外国人材へのアプローチがまだまだ希薄な

地域もあることから、南部町の日本人住民が外国人材へ主体的に関わっていく事例として、

今後、見習うべき点は多いと考える。

図 南部町外国人関連機関の連携（筆者作成）

今後の展望

のアンケート結果では、交通費の問題や、教室では日本語教育の質的向上を図るため、

クラス分けを行ったが、①全員で参加できるイベントや小旅行の希望があがった。２章で先

行研究が述べている「交流」や「居場所」としての機能を学習者自身が日本語教室に見出し

ているのだといえる。また、冬は積雪量も多い地域であることから、②オンライン交流を図

る必要があるかもしれない。

日本語教育の内容面では、方言を話そうとする外国人材のすがたが施設の入居者たちを

和ませる事例 「国際厚生事業団」一部引用 も青森県内で報告され、③方言が交流ツールと

して有効利用できるかもしれないことから、日本語教育プログラム内に方言講座を組むこ

図４．南部町外国人関連機関の連携

６　今後の展望
　４．３のアンケート結果では、交通費の問題
や、教室では日本語教育の質的向上を図るた
め、クラス分けを行ったが、①全員で参加でき
るイベントや小旅行の希望があがった。２章で
先行研究が述べている「交流」や「居場所」と

しての機能を学習者自身が日本語教室に見出し
ているのだといえる。また、冬は降雪もあるこ
とから、②オンライン交流を図る必要があるか
もしれない。
　日本語教育の内容面では、方言を話そうとす
る外国人材のすがたが施設の入居者たちを和ま

地方創生推進班
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せる事例（国際厚生事業団（2020）一部引用）
も青森県内で報告され、③方言が交流ツールと
して有効利用できるかもしれないことから、日
本語教育プログラム内に方言講座を組むことも
考えられる。また、交流推進課の担当者から④

南部町の地理的特徴や町の名産などを活かした
新たな教材開発を将来的に検討しているとのこ
とであった。南部町に関わる多くの人が、今後
のより発展的な仕組みの構築に期待を寄せてい
る。

田 ）。そのボランティア依存の構造からは、どのようにして脱却を図ることが可能なの

か、その手がかりとなる外国人散在地域の研究が極めて少ないことが指摘されていること

から、地域おこし協力隊を採用した南部町交流推進課の取り組み事例について記述できた

ことは、本稿の意義である。

また、町役場・介護施設・監理団体・農家・民間企業・日本語教師という多岐に渡る立場

の人々が町の外国人施策に一斉に関わる事業を散在地域で観察できたことは、システム運

営の困難な現状において非常に有意義であった。仙田・小菅 で述べられているように、

「特定の個人や企業、地域日本語教室などが単独で取り組むのではなく、地域づくりの団体、

自治会組織、学校、社会教育施設、企業、行政などとの連携のあり方を今まで以上に追求し

ていく必要がある」。また、チーム体制で取り組むことにより、視点の広がりや多角的な検

討ができるとしており、１つの機関に負担が多くのしかかることを避け、持続可能な取り組

みにつながっていくとしている。地域社会から外国人材へのアプローチがまだまだ希薄な

地域もあることから、南部町の日本人住民が外国人材へ主体的に関わっていく事例として、

今後、見習うべき点は多いと考える。

図 南部町外国人関連機関の連携（筆者作成）

今後の展望

のアンケート結果では、交通費の問題や、教室では日本語教育の質的向上を図るため、

クラス分けを行ったが、①全員で参加できるイベントや小旅行の希望があがった。２章で先

行研究が述べている「交流」や「居場所」としての機能を学習者自身が日本語教室に見出し

ているのだといえる。また、冬は積雪量も多い地域であることから、②オンライン交流を図

る必要があるかもしれない。

日本語教育の内容面では、方言を話そうとする外国人材のすがたが施設の入居者たちを

和ませる事例 「国際厚生事業団」一部引用 も青森県内で報告され、③方言が交流ツールと

して有効利用できるかもしれないことから、日本語教育プログラム内に方言講座を組むこ
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